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《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、脳血管疾患のみの病名で認知機能検査の算定は認められな

い。 

 

○ 取扱いの根拠 

 脳血管疾患は器質性精神障害の原因となり得る疾患ではあるが、認知機

能検査その他の心理検査を必要とする根拠としては不十分であり、脳血管

疾患のみで認知機能検査その他の心理検査の算定は認められないと整理

した。 

 


